
技
術
会
通
信

150 自動車技術

書泉グランデにて下記の書籍を取扱っております．
・自動車技術（２００４年１月号～最新号）
・新編自動車用語和英辞典（２００４年１０月増刷）
・自動車工学―基礎―（２００４年５月追補版）
・自動車技術ハンドブック第１分冊（２００４年９月発刊）

 書店でも購入できます
◆書泉グランデ　６F
東京都千代田区神田神保町１―３―２
Tel. ０３―３２９５―００１１（代表）
最寄駅：都営新宿線　神保町　徒歩３分

●「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案」の閣議決定
について

　公道を走行しない特殊自動車（特定特殊自動車）からの排出ガスを
規制するための「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
案」が３月８日（火）に閣議決定されることになりました．
１．法案の背景
① 大都市地域を中心に，大気環境は依然として厳しい状況．自動
車NO�・PM法に基づく目標（２０１０年度までに窒素酸化物，粒
子状物質に係る環境基準を概ね達成する目標）の達成に向け，
種々の対策を実施．

② 建設機械・産業機械等の特殊自動車のうち，公道を走行しな
い特殊自動車（いわゆるオフロード特殊自動車）については，
その大気汚染物質の排出寄与率は無視できないものの（自動車
全体の排出量に占める割合は，窒素酸化物で約２５％，粒子状
物質で約１２％），現在は未規制．

③ 今後，さらなる大気環境改善のため，２００６年よりオンロード
特殊自動車の規制値強化を予定．オン・オフで同一のエンジ
ンを搭載することも十分可能であるので，この規制値強化に
合わせて，オフロード特殊自動車の排出ガス規制を導入する
ことが合理的．なお，排出ガス規制値については，オン・オ
フ共通のものとする予定であり，本法案により，窒素酸化物，粒
子状物質の排出量は，２０１０年度までに，それぞれ約９万 t，約
２千 t削減されると試算される．

２．法案の概要
　通常のオンロード自動車に対する規制を下敷きに，オフロード
特殊自動車（この法律にいう特定特殊自動車）の排出ガス低減性能に
関する技術基準を定め，使用者に対しこの基準の適合車の使用を義
務付けることを基本とし，こうした義務の円滑な履行に資するた
め，製作者及び輸入者に対し適合車に表示を付すことができるこ
ととするもの．
（１）エンジンの型式指定
① 特定特殊自動車に搭載するエンジン（特定原動機）について，環
境保全の観点から必要な排出ガス性能基準（技術基準）を定め
る．

② 特定原動機の製作者及び輸入者は，申請により，同一モデル
（型式）の特定原動機の全てが排出ガス性能基準に適合すること
について，主務大臣の指定（型式指定）を受けることができる．
③ オンロード特殊自動車のエンジン型式指定を受けたものは，
②の型式指定を取得したものとみなす．また，オンロードの
エンジン型式指定申請についても，②の型式指定取得エンジ
ンについて簡易な運用を図る．

（２）車体の型式届出等
① 特定特殊自動車の車体について，環境保全の観点から必要な技
術基準を定める．

② 特定特殊自動車の製作者及び輸入者は，特定特殊自動車の型

式（搭載する特定原動機の型式を含む．）を主務大臣に届け出る
ことができる．
③ ②の届出事業者は，型式の指定を受けている特定原動機を搭載
し，車体の技術基準に適合することを検査し，検査記録を保
存しなければならない．
④ 検査義務を履行した届出事業者等は，特定特殊自動車に表示
を付すことができる．
⑤ 特定特殊自動車の製作者及び輸入者は，少数生産車について，
主務大臣の承認を受けたときは，表示を付すことができる．

（３）特定特殊自動車の規制等
① 特定特殊自動車は，表示が付されたものでなければ，使用し
てはならない．ただし，使用開始前に，主務大臣の検査を受
けて，技術基準に適合することの確認を受けたものは，使用
できる．
② 主務大臣は，技術基準に適合しない特定特殊自動車の使用者
に対し，技術基準に適合せるために必要な措置を命ずる．
③ 特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のため使用者が配慮す
べき事項についての指針を定める．

（４）登録検査機関
①（１）②の型式指定に関する検査及び（３）①の検査の実務を国に
代わって行う登録検査機関の登録手続，登録基準，変更・廃
止手続を定める．
② 登録検査機関の業務規程，財務諸表，業務改善命令等運営に関
する事項を定める．

（５）主務大臣
　環境大臣，経済産業大臣及び国土交通大臣（以下を除く．）
 ・（３）②環境大臣及び事業所管大臣
 ・（３）③事業所管大臣
（６）大気汚染防止法の一部改正
　環境大臣は，特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度を定める．
（７）経過措置
　法律の施行前に製作された特定特殊自動車は，（３）の規定は適用
しない．
３．今後の予定
 （３）①②以外：公布後，１年以内の政令で定める日から施行．
 （３）①②　　：公布後，１年６月以内の政令で定める日から施行．

問合せ先：環境省環境管理局自動車環境対策課
課長　奥主　喜美（内６５２０）
主査　中村　彰宏（内６５１５）
係長　平尾　禎秀（内６５２２）

環境省環境管理局総務課環境管理技術室
室長　徳永　　泉（内６５５０）
補佐　久保田秀暢（内６５５２）
係長　新井　直樹（内６５７３）

Tel. 03―3581―3351　【URL】http:www.env.go.jp/
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